
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

俸
給
表
の
改
定

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
及
び
指
定
職
俸
給
表
を
除
く
俸
給
表
の
俸
給
月
額
を
改
定
す
る
こ
と
。
（
別
表
第
一
か
ら
別

表
第
九
ま
で
関
係
）

二

諸
手
当
の
改
定

１

住
居
手
当
に
つ
い
て
、
月
額
一
万
六
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
職
員
に
同
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
改

め
、
そ
の
支
給
月
額
は
、
二
万
七
千
円
以
下
の
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
家
賃
の
月
額
か
ら
一
万
六

千
円
を
控
除
し
た
額
と
し
、
月
額
二
万
七
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
家
賃
の
月
額
か

ら
二
万
七
千
円
を
控
除
し
た
額
の
二
分
の
一
（
そ
の
控
除
し
た
額
の
二
分
の
一
が
一
万
七
千
円
を
超
え
る
と
き
は
一
万

七
千
円
）
を
一
万
千
円
に
加
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
の
十
関
係
）

２

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
九
十
七
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
十

七
・
五
、
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
二
・
五
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
再



任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を

百
分
の
五
十
五
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
九
条
の
七
第
二
項
関
係
）

３

勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
九
十
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
十
五
、
指

定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
）
に
引
き
上
げ
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
九
十

五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
十
五
、
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
）

に
引
き
下
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ

て
は
、
六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
五
十
二
・
五
に
引
き
上
げ
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
五
十
二
・
五
に

引
き
下
げ
る
こ
と
。
（
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
九
条
の
七
第
二
項
関
係
）

第
二

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

第
一
号
任
期
付
研
究
員
に
適
用
す
る
俸
給
表
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
適
用
す
る
俸
給
表
の
俸
給
月
額
を
改
定
す

る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

二

期
末
手
当
の
改
定

１

十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
二
・
五
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第



七
条
第
二
項
関
係
）

２

六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
に
引
き
上
げ
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
に
引
き
下
げ
る
こ

と
。
（
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
条
第
二
項
関
係
）

第
三

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

特
定
任
期
付
職
員
に
適
用
す
る
俸
給
表
の
俸
給
月
額
を
改
定
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

二

期
末
手
当
の
改
定

１

十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
二
・
五
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第

八
条
第
二
項
関
係
）

２

六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
に
引
き
上
げ
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
に
引
き
下
げ
る
こ

と
。
（
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
条
第
二
項
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
二
１
及
び
３
、
第
二
の
二
２
並
び
に
第
三
の
二
２

は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
の
一
、
第
二
の
一
及
び
第
三
の
一
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す



る
こ
と
。

二

そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。


